　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(電子メール施行)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高 第１１３０号－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年5月17日
介護保険主管課長　様　

（姫路市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、

養父市、朝来市及び香美町に限る。）
　　　　　　　　　　　　　　　
兵庫県健康福祉部社会福祉局高齢社会課長

　　　　　　　　新型インフルエンザ対策について（依頼）

　標記については、平成21年5月16日付け高第1129号-2で通知したところですが、新たに新型インフルエンザの感染患者が発生したことが判明したため、対象施設の地域を拡大しました。

　ついては、上記通知と同様、知事メッセージのとおり、下記のことについて貴職において対象事業者に対しご指導いただくようお願いします。

（知事メッセージURL　 http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/influenza.html）
記

　１　臨時休業対象施設　　神戸市（東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区）、芦屋市、姫路市（別所小学校・大的中学校区）、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、養父市、朝来市及び香美町（村岡区・小代区）にある高齢者介護施設等
　　　　　　　　　　　　　　・通所介護(デイサービス)

　　　　　　　　　　　　　　・通所リハビリステーション（デイケア）

　　　　　　　　　　　　　　・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護（通い部分）
· 短期入所施設及び小規模多機能型居宅介護（泊まり部分）については今後の受入を休止する。
　
２　利用者等への対応　　利用者等に対して十分説明すること　　　


【連絡先】


　　兵庫県健康福祉部社会福祉局


高齢社会課介護事業者係　　　


ＴＥＬ：０７８－３６２－９１１７


ＦＡＸ：０７８－３６２―９４７０








